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表彰規則 

 
（表彰） 

第  1  条 団体、個人及び特別賞とする。 

（順位基準） 

第  2  条 リーグ戦の順位は、次の順序で成績上位とする。 

(1)  1勝を3点、引分けを1点、不戦負を-3 点として計算し、勝点の多い方を上位とする。ただ

し、事前通告による試合規則第7条 3項の不戦負は -1  点とする） 

(2) 同勝点の場合は、罰点の少ないチームを上位とする。 

(3) 同罰点の場合は、当該対戦の勝チームを上位とする。 

(4) 以上の条件で決定しない場合は、同位として再試合等で決しない。ただし、連盟が定め

る大会出場に関わる場合は、当該リーグ運営委員会で抽せんにより順位を決定する。 

2 .  リーグ戦日程が途中打ち切りになった場合、次の順序で成績上位とする。 

(1) 勝点率の高い方から上位とする。（勝点率＝勝点＋試合数） 

(2) 同勝点率の場合は、罰点の少ないチームを上位とする。なお、罰点が同一の場合は、   

当該対戦の勝チームを上位とする。 

(3) 以上の条件で決定しない場合は前項1 の(4)を適用する。 

3 .  リーグ戦日程途中に脱退及び除名のある場合は、既に対戦したチームの勝敗は記録として

残し、対戦予定チームは全て不戦勝として計算する。 

4 . 抽せんにより順位が決定した場合でも、表彰規定に定める該当するチームは、同位で表彰 

を行うものとする。 

（成績基準） 

第  3  条 各選手の打撃成績及び戦績は、スコアシートの記録を基に計算する。 

2 .    各チームの規定打席数は、チームの行った試合に 2.2  を掛けた数とし、小数点以下は切り

捨てる。 

3 . 不戦勝チームは、当該試合の打席数は加算されない。 

4 .  不戦負チームは、当該試合を行ったものとして前2 項を適用する。 

（表彰規定） 

第 4  条 連盟は次の項目を定め、団体（チーム）及び個人表彰を行う。 

(1) 北陸中日旗争奪選手権大会 

団体の部 優勝、準優勝、 3 位  ( 2 チーム） 

合計 4 チーム 

個人の部 最高殊勲選手（優勝チームより1 名） 

(2) 石川テレビ旗選抜選手権大会 

団体の部 優勝、準優勝、3 位 ( 2 チーム） 

合計 4 チーム 
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(3) 金沢市長杯軟式野球大会 

団体の部 優勝、準優勝、3 位 ( 2 チーム） 

合計 4 チーム 

(4) リーグ戦（各リーグ共通） 

団体の部 優勝、準優勝、3 位、クリーンベースボール

個人の部 最優秀選手（優勝チームより1 名） 

最  優秀投手（優勝チームより1 名） 

投 手 賞 ( 7 インニング の試合での完全試合、無安打無得点を達成

した投手） 

優 秀 選 手（準優勝チームより1 名） 

敢 闘 選 手 ( 3 位チームより 1 名） 

打 撃 王（打撃最上位者） 

打 撃 十 傑 ( 2 位～10位まで） 

ホームラン王（ホームラン数の最上位者） 

ア．クリーンベースボールは、各リーグのチームの中で罰則、第 2 条に違反をしなくて、リ

ーグ成績が最下位のチームに贈呈される。 

イ．ホームラン王は、各リーグにより規定本数を設けた中で最上位者に贈呈される。ウ．

成績が同一の場合には、複数に亘り表彰することができる。しかし、上記規定に 

達しない場合には表彰されない場合もある。 

(5) 前項の(l )～（4)の大会、リーグ戦及び連盟が認めた大会で、理事会は特別表彰を設ける

ことができる。 

第  5  条 本規則の改廃は、理事会が行う。 


